
 

 

健康福祉委員会資料 

（健康福祉局関係） 

 

１ 請願・陳情の審査 

 （１）請願第１７号 地方たばこ税を活用した分煙環境整備に関する請願 

資料１ 「地方たばこ税を活用した分煙環境整備に関する請願」について 

参考資料１ 川崎市路上喫煙の防止に関する条例 

参考資料２ 川崎市路上喫煙の防止に関する条例施行規則 

参考資料３ 改正健康増進法の体系 

参考資料４ 「受動喫煙防止対策助成金」のご案内 

  参考資料５ 「生衛業受動喫煙防止対策事業助成金」のご案内 

  参考資料６ 商業・サービス業・農林水産業活性化税制 

  参考資料７ 受動喫煙防止対策資金利用のご案内 

 

 

 

令和２年 11月 12 日 

健康福祉局 

1



「地方たばこ税を活用した分煙環境整備に関する請願」について
３ 喫煙ルール向上に関する普及啓発等
（１）路上喫煙防止
ア 路上喫煙防止対策指導員による巡回指導
（会計年度任用職員18名(客引き行為等防止対策兼務)により、週5日、重点区域を中心に6：30～22：00
の間で巡回）

イ 啓発キャンペーン活動（ポイ捨てと連携し、重点区域内の駅を中心に、毎月各区の様々な駅にて実施）
ウ 路面標示、のぼり旗・電柱幕の設置
エ 各種広報の実施（ポスター掲示、市インターネットホームページへの掲載、市営バス車内広報等）

（２）受動喫煙防止
ア 受動喫煙防止対策会計年度任用職員による飲食店等への戸別訪問
（４名により、週４日、飲食店等を中心に、各日、半日程度訪問）
（ア）「原則屋内禁煙」であること、屋内での喫煙には「喫煙室の設置が必要であること」などを説明
（イ）敷地内の屋外に灰皿を設置している場合は、周囲の状況に配慮するようチラシを配布

イ 市民や事業者からの相談・通報対応の際、喫煙する場合等において周囲の状況に配慮義務があるこ
とを説明

ウ 各種広報の実施（九都県市で共同作成したロゴマークを活用したポスター掲示、市インターネットホー
ムページへの掲載、市営バス車内広報、マスク配布等）

１ 公共喫煙所及び特定屋外喫煙場所について
（１）公共喫煙所（指定喫煙場所）

川崎市では、たばこの火から歩行者を守り、身体及び財産の安全を確保することを目的として「川崎市
路上喫煙の防止に関する条例」を平成18年4月に施行しており、特に人通りの多いターミナル駅周辺等
の路上喫煙防止重点区域内には、公共喫煙所の一つとして、条例第８条ただし書きに基づく「指定喫煙
場所」を市内15か所に設置しています。

（２）特定屋外喫煙場所
望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定
の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理について権原を有する者が講ずべき措置等
について定めた改正健康増進法が平成30年７月に成立・公布され、令和２年４月１日に全面施行されま
した。
病院や学校、行政機関等の第一種施設は、令和元年７月１日から「敷地内禁煙」ですが、屋外で受動
喫煙を防止するために必要な措置※がとられた特定屋外喫煙場所を設置することができます。
（必要な措置）
○喫煙をすることができる場所が区画されていること
○喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識を掲示すること
○第一種施設を利用する者が通常立ち入らない場所に設置すること

なお、飲食店やオフィス等の第二種施設は、令和２年４月１日から「原則屋内禁煙」ですが、喫煙を認
める場合は喫煙専用室等の設置が必要です。

資料１

２ 喫煙室の設置助成について
（１）受動喫煙防止対策助成金（国）

労働者災害補償保険が適用される中小企業事業主が受動喫煙防止対策を実施するために必要な経
費のうち、一定の基準を満たす喫煙室等の設置等にかかる工費、設備費、備品費、機械装置費等の経
費に対して助成を行うものです。
また、労働者災害補償保険が適用されない事業主（いわゆる「一人親方」）に対しては、 「生衛業受動
喫煙防止対策事業助成金」の制度が整備されています。
ア 助成対象
(ア)既存の小規模飲食店における「喫煙専用室」等の設置・改修
(イ)第二種施設の屋外喫煙所（閉鎖系）の設置・改修

イ 助成内容
対象経費の補助率1/2（飲食店等を営んでいる事業場は2/3）、上限額100万円

（２）特別償却又は税額控除措置（商業・サービス業・農林水産業活性化税制）（国）
商業・サービス業等を営み、青色申告書を提出する中小企業者等が、令和３年3月31日までに、認定
経営革新等支援機関等（商工会議所等）による、経営改善に関する指導に基づいて、一定の要件を満
たした経営改善設備等の取得を行った場合に、取得価額の特別償却（30％）又は税額控除（７％）の適
用が認められます。

（３）融資・利子補給制度（神奈川県）
喫煙室等を整備しようとする中小企業者への金融支援策として実施しているものです。

ア 助成対象
神奈川県の認定を受けて、「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例」に適合する喫煙室等
を整備しようとする、従業員数30人（卸売業・小売業・サービス業の場合は10人）以下の中小企業者
イ 支援内容
(ア)受動喫煙防止対策融資（限度額2,500万円、利率2.1％以内）
(イ)中小企業受動喫煙防止設備資金利子補給

（利子補給率：融資利率の1/2以内、利子補給期間5年以内）

４ 請願の要旨に対する本市の考え方

請願の要旨 本市の考え方

１ 地方たばこ税の一
部を活用した、公共
喫煙所や特定屋外喫
煙場所等の増設・維
持について

（公共喫煙所（指定喫煙場所））
指定喫煙場所については、日本たばこ産業株式会社から施設設備を寄贈いた
だくことなどにより、整備・改修を行っています。今後も引き続きの御協力を賜りな
がら、必要に応じた指定喫煙場所の環境改善に向けて取り組んでまいります。

（特定屋外喫煙場所）
改正健康増進法の趣旨である受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者
等に特に配慮し、敷地内禁煙による受動喫煙対策を講じることが必要と考えます
が、市民等施設を利用する喫煙者への便宜を図る観点から、必要がある場合に
は、施設管理者の判断の下、必要な措置を講じた上で、特定屋外喫煙場所を設
置できることとしています。

２ 地方たばこ税の一
部を活用し、公共施
設や飲食店等の喫煙
室設置助成の促進に
ついて

ホームページやチラシを用いた広報において、既存の国による財政・税制支援
である「受動喫煙防止対策助成金」等について周知し、事業者の負担軽減に努
めてまいります。

３ 地方たばこ税の一
部を活用し、喫煙
ルール向上に関する
普及啓発等の事業へ
の充当について

路上喫煙の防止や、望まない受動喫煙を防ぐ観点から喫煙する場合も配慮義
務があることなど、喫煙ルールの徹底やマナー向上に関する普及啓発等の効果
的な手法について検討してまいります。

４ 国に対し、地方た
ばこ税を分煙環境整
備に活用できる全国
的な制度整備の要望
について

総務省自治税務局「令和２年度地方税制改正・地方税務行政の運営に当たっ
ての留意事項等について」（令和２年１月23日）において、望まない受動喫煙を防
止するため、屋外分煙施設等の整備を図るために、積極的に地方のたばこ税の
活用を検討していただきたい旨記載されたところですので、効果的な受動喫煙防
止対策について検討してまいります。 2



 

○川崎市路上喫煙の防止に関する条例 

平成17年12月22日条例第95号 

川崎市路上喫煙の防止に関する条例 

（目的） 

第１条 この条例は、路上喫煙を防止することにより、市民等の身体及び財産の安全の確保を図り、

もって市民の生活環境の向上に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

(１) 路上喫煙 道路、川崎市駅前広場占用条例（昭和38年川崎市条例第20号）第３条に規定す

る駅前広場その他の一般交通の用に供する場所において、たばこを吸うこと及び火の付いたた

ばこを持つことをいう。 

(２) 市民等 本市の区域内に居住し、若しくは滞在し、又は本市の区域内を通過する者をいう。 

(３) 事業者 本市の区域内で事業活動を行うものをいう。 

（市の責務） 

第３条 市は、この条例の目的を達成するため、路上喫煙の防止に係る意識の啓発を図る等必要な

施策を推進しなければならない。 

（市民等及び事業者の責務） 

第４条 市民等及び事業者は、この条例の目的を達成するために市が実施する路上喫煙の防止に関

する施策に協力しなければならない。 

（喫煙者の責務） 

第５条 市民等は、路上喫煙をしないよう努めるものとする。 

（路上喫煙防止重点区域） 

第６条 市長は、市民等の身体及び財産の安全の確保を図るため、路上喫煙を特に防止する必要が

あると認める区域を路上喫煙防止重点区域（以下「重点区域」という。）として指定することが

できる。 

２ 市長は、前項の規定により重点区域を指定したときは、その旨を告示する。 

（重点区域の指定の変更等） 

第７条 市長は、必要があると認めるときは、重点区域の指定を変更し、又は解除することができ

る。 
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２ 前条第２項の規定は、前項の規定により重点区域の指定を変更し、又は解除する場合について

準用する。 

（重点区域における路上喫煙の禁止） 

第８条 市民等は、重点区域において路上喫煙をしてはならない。ただし、市長が別に定める場所

においては、この限りでない。 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。 

（罰則） 

第10条 第８条の規定に違反した者は、20,000円以下の過料に処する。 

附 則（抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成18年４月１日から施行する。ただし、第10条、次項及び附則第３項の規定は、

同年10月１日から施行する。 
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○川崎市路上喫煙の防止に関する条例施行規則 

平成18年３月31日規則第32号 

改正            

平成20年３月31日規則第16号 

平成28年３月31日規則第12号 

川崎市路上喫煙の防止に関する条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、川崎市路上喫煙の防止に関する条例（平成17年川崎市条例第95号。以下「条

例」という。）の実施のため必要な事項を定めるものとする。 

（標識の設置） 

第２条 市長は、条例第６条第１項の規定により路上喫煙防止重点区域（以下「重点区域」という。）

を指定したときは、重点区域内に標識を設置するものとする。 

（重点区域の指定等に係る告示） 

第３条 条例第６条第２項の規定により告示する事項は、次に掲げる事項とする。 

(１) 指定した重点区域の名称及び区域 

(２) 指定の効力が生ずる日 

２ 条例第７条第２項において準用する条例第６条第２項の規定により告示する事項は、次に掲げ

る事項とする。 

(１) 指定を変更し、又は解除した重点区域の名称及び区域 

(２) 指定の変更又は解除の効力が生ずる日 

（路上喫煙防止指導員） 

第４条 条例第10条に規定する過料の処分に係る事務その他の路上喫煙の防止に関する事務を行わ

せるため、路上喫煙防止指導員を置く。 

２ 路上喫煙防止指導員は、市長が任命する。 

３ 路上喫煙防止指導員は、路上喫煙の防止に関する事務を行う場合においては、路上喫煙防止指

導員証（第１号様式）を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければなら

ない。 

（告知及び弁明の機会の付与） 

第５条 市長は、条例第10条の規定により過料を科すときは、告知書・弁明書（第２号様式）によ

り、あらかじめ告知し、及び弁明の機会を付与するものとする。 
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（過料） 

第６条 市長は、条例第10条の規定により過料を科する場合においては、過料決定書（第３号様式）

を交付するものとする。 

２ 条例第10条の規定により科する過料の額は、2,000円とする。 

（委任） 

第７条 この規則の実施のため必要な事項は、市民文化局長が定める。 

附 則 

この規則は、平成18年４月１日から施行する。ただし、第５条及び第６条の規定は、同年10月１

日から施行する。 

附 則（平成20年３月31日規則第16号抄） 

この規則は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則（平成28年３月31日規則第12号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分

の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。 
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第１号様式 
 

(表) 

6.5
cm 

路上喫煙防止指導員証          第  号  
 

写真 
氏 名              
生年月日              

 上記の者は、川崎市路上喫煙の防止に関する条例施行規則第4条第1項に規定する

路上喫煙防止指導員であることを証明する。 
 

      年  月  日 
 

川崎市長       印  
 

  
9.5cm 

 
 

(裏) 
     川崎市路上喫煙の防止に関する条例(抜粋) 

 (路上喫煙防止重点区域) 
第6条 市長は、市民等の身体及び財産の安全の確保を図るため、路上喫煙を特に

防止する必要があると認める区域を路上喫煙防止重点区域(以下「重点区域」とい

う。)として指定することができる。 
2 市長は、前項の規定により重点区域を指定したときは、その旨を告示する。 
 (重点区域における路上喫煙の禁止) 
第8条 市民等は、重点区域において路上喫煙をしてはならない。ただし、市長が

別に定める場所においては、この限りでない。 
 (罰則) 
第10条 第8条の規定に違反した者は、20,000円以下の過料に処する。 
   川崎市路上喫煙の防止に関する条例施行規則(抜粋) 
 (路上喫煙防止指導員) 
第4条 条例第10条に規定する過料の処分に係る事務その他の路上喫煙の防止に関

する事務を行わせるため、路上喫煙防止指導員を置く。 
2 路上喫煙防止指導員は、市長が任命する。 
3 路上喫煙防止指導員は、路上喫煙の防止に関する事務を行う場合においては、

路上喫煙防止指導員証(第1号様式)を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、

これを提示しなければならない。 
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第２号様式 
 

第     号  
年  月  日  

告知書・弁明書 
    住所 
    氏名          様 
 

川崎市長        印  
 
 
 あなたが行った、次の行為は、川崎市路上喫煙の防止に関する条例(平成17年川崎市条

例第95号。以下「条例」という。)第8条及び第10条の規定により過料処分の対象となり

ます。 
 また、この処分に先立ち、弁明の機会を付与します。 
 日 時     年  月  日 午前・午後  時  分ころ  

場 所  川崎市  区 
内 容  路上喫煙防止重点区域における路上喫煙(条例第8条違反) 

弁明の機会の付与の方式  弁明書の提出 
弁明書の提出先及び提出期限 
 

 提出先 
 提出期限       年  月  日( ) 

年  月  日  
 (あて先)川崎市長 
 
 以下のとおり、弁明書を提出します。 
 

住所              
氏名              

 
弁明の内容 
 □ 告知のとおり認め、弁明することはありません。 
 □ 次のとおり弁明します。 

    
  
  
  
  
  

 □ 弁明書の提出期限までに弁明書を提出します。 

注1 弁明書は次の事項を記載した書面により提出してください。(1)提出される方の氏名及び住所 (2)
弁明に係る件名(不利益処分の内容など) (3)当該弁明に係る不利益処分の原因となる事実その他当

該事案の内容についての意見 
 2 弁明をするときは、証拠書類等を提出することができます。 
 3 期限までに弁明書の提出のない場合は、弁明の機会を失います。 
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第３号様式 
 

第     号  
年  月  日  

過料決定書 
 
    住所 
    氏名       様 
 
 
 
 過 料                     円  

適 用 条 項  川崎市路上喫煙の防止に関する条例第10条 

 
処分事由 
      路上喫煙防止重点区域における路上喫煙(条例第8条違反) 
 日 時     年  月  日 午前・午後  時  分頃  

場 所  川崎市  区 

 
 
 上記のとおり、過料に処します。 
 

川崎市長        印  
 
 

 この処分に不服があるときは、この決定書を受け取った日の翌日から起算して3月以内

に、川崎市長に対して審査請求をすることができます。この処分の取消しを求める訴えは、

この決定書を受け取った日(前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に係る裁決の

送達を受けた日)の翌日から起算して6月以内に、川崎市を被告として(川崎市長が被告の

代表者となります。)提起することができます。 
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